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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に実装された１以上の発光素子と、前記発光素子上に配置された、前
記発光素子の発する光に透明な透明材料層と、透明材料層の上に搭載された板状部材と、
前記透明材料層および板状光学層の周囲に充填された反射部材とを有し、
　前記反射部材の上面は、湾曲した凹形状であり、当該凹形状内には、遮光部材が配置さ
れており、
　前記遮光部材の上面は、第２の反射部材により覆われ、当該第２の反射部材の上面は、
前記板状部材の上面と同等もしくは、それよりも低い位置にあることを特徴とする発光装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置において、前記遮光部材の底面は、前記湾曲した凹形状に沿
う形状であり、当該遮光部材の板状部材側の端部は、前記板状部材に接していることを特
徴とする発光装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発光装置において、前記反射部材の上面の湾曲した凹形状の
、前記板状部材側の縁は、前記板状部材の側面の上端に位置することを特徴とする発光装
置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の発光装置において、前記遮光部材の上面は、
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前記板状部材の上面と同等もしくは、それよりも低い位置にあることを特徴とする発光装
置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の発光装置において、前記透明部材および板状
部材の少なくとも一方は、蛍光体を含有することを特徴とする発光装置。
【請求項６】
　基板上に実装された発光素子の上面を透明部材で覆う第１工程と、
　前記透明部材上に板状部材を配置する第２工程と、
　前記透明部材と板状部材の側面の周囲に、未硬化の状態で流動性のある反射材料を、上
面に表面張力により湾曲した凹形状が形成されるように充填し、反射部材を形成する第３
工程と、
　前記凹形状の内部に、未硬化の状態で流動性のある遮光材料を注入した後、硬化させ、
遮光部材を形成する第４工程と、を有し、
　前記第４工程は、前記遮光部材の上面が第２の反射部材で覆われるように未硬化の状態
で流動性のある反射材料を配置する工程を含み、前記第２の反射部材の上面は、前記板状
部材の上面と同等もしくは、それよりも低い位置にあることを特徴とする発光装置の製造
方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の発光装置の製造方法において、前記第３工程は、前記透明部材と板状
部材の側面と、その外側に配置された枠体との間に、前記流動性のある反射材料を充填す
る工程であり、前記流動性のある反射材料と前記板状部材との接触角は、９０°よりも小
さいことを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の発光装置の製造方法において、前記流動性のある反射材料と前記枠体
との接触角は、前記流動性のある反射材料と前記板状部材との接触角と同等もしくは、そ
れよりも大きいことを特徴とする発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を用いた小型の発光装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光装置（光源）の発光面の周囲を遮光部材で覆うことにより、所望の配光パターンで
光を出射する構成のものが知られている。
【０００３】
　例えば特許文献１の図６には、キャビティ内にＬＥＤチップを配置し、キャビティの内
壁の絞り壁およびその上部に配置された遮光層によって遮光を行うことにより、所定の配
光パターンを形成することが開示されている。ＬＥＤチップは、絞り壁から所定の距離に
配置される。
【０００４】
　特許文献２には、パッケージの凹部内にＬＥＤチップが配置され、凹部の周囲に静電シ
ールドが備えられ、シールド上に光吸収層が配置された構造が開示されている。光吸収層
が、凹部周囲から出射される光を吸収することによりコントラストを向上させる。
【０００５】
　特許文献３に記載の発光装置は、ＬＥＤチップが、ハウジングフレームのハウジング穴
に配置されている。ハウジング穴の内壁は、ＬＥＤチップからわずかに離れた位置にある
。ハウジングフレームの上面には、ハウジング穴に隣接する領域に光吸収層が配置されて
いる。光吸収層は、ＬＥＤチップからの光がハウジングフレームを透過して出射するのを
遮蔽している。
【０００６】
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　特許文献４に記載の発光装置は、ＬＥＤチップの周囲のケーシングの外側の側面に遮光
層を配置し、側面方向への光の出射を遮蔽している。
【０００７】
　特許文献５に記載されている発光装置は、ＬＥＤチップを封止する直方体形状の樹脂の
側面全体に遮光性シートを配置し、ＬＥＤチップから発せられた光を封止樹脂の周囲に散
乱しないようにしている。遮光シートを配置していない前面側からＬＥＤチップの光を出
射する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＵＳ７６７９１００（Ｂ２）
【特許文献２】特開平１１－３４０５１５号公報
【特許文献３】特表２００９－５２６３７７号公報
【特許文献４】特開２００７－１０３９３７号公報
【特許文献５】ＥＰ１１８９２９１（Ａ２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　レンズやリフレクタ等の光学系で制御する光学装置では、小型な光学系で有効に光を利
用するために、発光面積の小さい発光装置（光源）を用いることが望まれている。しかし
ながら、上記特許文献１～４に開示されている構成は、いずれもキャビティやハウジング
の凹部（開口）内にＬＥＤチップを配置する構成である。このため、凹部は、製造可能な
大きさであって、かつ、ＬＥＤチップを挿入可能な大きさである必要であり、ＬＥＤチッ
プと凹部内壁とがある程度離れざるを得ないため、光源全体の大きさが大きくなる。また
、凹部開口が出射面になるため、発光面積を小さくできない。
【００１０】
　特許文献５に開示されている構成は、直方体形状の封止樹脂の側面を遮光性シートで被
覆し、前面を発光面とするため、封止樹脂の大きさをある程度確保しなければ加工が困難
である。このため、発光面の大きさを小さくできない。
【００１１】
　特許文献１～３、５の構成は、開口（発光面）の縁まで遮光層を配置し、所望の配光パ
ターンを得る構成であるが、ハウジングや封止樹脂の上面や側面上に開口の縁まで遮光層
を搭載すると、開口の縁の上に遮光層の厚み（側面）が露出される構造となる。このため
、開口（発光面）から出射された光の一部は、遮光層の厚み（側面）に入射し、遮光層に
より吸収される。このため、出射光量が低減するという問題が生じる。
【００１２】
　また、特許文献１～５に記載の構成では、ＬＥＤチップよりも大きなキャビティや封止
樹脂の内部を光が繰り返し反射してから出射されるため、光強度が減衰するという問題も
ある。
【００１３】
　さらに拡散反射部材を遮光材やキャビティ構成部材として用いた場合、拡散反射部材か
ら光が染み出し、カットオフ性能を低下させる恐れがある。
【００１４】
　本発明の目的は、発光面積が小さく、出射光量が大きく、かつ、高いカットオフ性能に
優れた発光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様によれば、以下のような発光装置の製
造方法が提供される。すなわち、基板と、基板上に実装された１以上の発光素子と、前記
発光素子上に配置された、発光素子の発する光に透明な透明材料層と、透明材料層の上に
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搭載された板状部材と、透明材料層および板状光学層の周囲に充填された反射部材とを有
する発光装置であって、反射部材の上面は、湾曲した凹形状であり、凹形状内には、遮光
部材が配置されている。
【００１６】
　遮光部材の底面は、湾曲した凹形状に沿う形状であり、遮光部材の板状部材側の端部は
、板状部材に接していることが望ましい。
【００１７】
　反射部材の上面の湾曲した凹形状の、板状部材側の縁は、板状部材の側面の上端に位置
することが望ましい。
【００１８】
　遮光部材の上面は、板状部材の上面と同等もしくは、それよりも低い位置にあることが
望ましい。
【００１９】
　遮光部材の上面は、第２の反射部材により覆われている構成にすることができる。この
場合第２の反射部材の上面は、板状部材の上面と同等もしくは、それよりも低い位置にあ
ることが望ましい。
【００２０】
　透明部材および板状部材の少なくとも一方は、蛍光体を含有する構成にすることが可能
である。
【００２１】
　また、本発明によれば、以下のような発光装置の製造方法が提供される。すなわち、基
板上に実装された発光素子の上面を透明部材で覆う第１工程と、透明部材上に板状部材を
配置する第２工程と、透明部材と板状部材の側面の周囲に、未硬化の状態で流動性のある
反射材料を、上面に表面張力により凹形状が形成されるように充填し、反射部材を形成す
る第３工程と、凹形状の内部に、未硬化の状態で流動性のある遮光材料を注入した後、硬
化させ、遮光部材を形成する第４工程とを有する発光装置の製造方法である。
【００２２】
　上記第３工程は、透明部材と板状部材の側面と、その外側に配置された枠体との間に、
流動性のある反射材料を充填する工程とすることができる。この場合、流動性のある反射
材料と板状部材との接触角は、９０°よりも小さいものを用いることが望ましい。
【００２３】
　流動性のある反射材料と枠体との接触角は、流動性のある反射材料と板状部材との接触
角と同等もしくは、それよりも大きいものを用いることが望ましい。
【００２４】
　第４工程の後に、遮光部材の上に、未硬化の状態で流動性のある反射材料を配置し、硬
化させ、第２の反射部材を形成する第５工程を行うことが可能である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、発光素子に近接した位置に反射部材を充填することにより、出射効率
が高く、小型の発光装置を提供できる。反射部材の内部に染み出す光は、遮光部材によっ
て遮光するため、反射部材の上面から染み出し光が出射されるのを遮蔽し、カットオフ性
能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施形態１の発光装置の（ａ）上面図、（ｂ）断面図。
【図２】（ａ）～（ｃ）実施形態１において、未硬化の反射部材１５’の透明部材２５へ
の濡れ性と接触角との関係を示す説明図。
【図３】実施形態１において、反射部材１５の各種凹形状の深さを示す説明図。
【図４】（ａ）～（ｆ）実施形態１の発光装置の製造工程を示す説明図。
【図５】実施形態２の発光装置の断面図。
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【図６】（ａ）～（ｅ）実施形態２の発光装置の製造工程を示す説明図。
【図７】実施形態３の発光装置の断面図。
【図８】実施形態４の発光装置の断面図。
【図９】実施形態５のヘッドランプの構成を示すブロック図。
【図１０】図９のヘッドランプの配光パターンとカットオフラインを示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の一実施の形態の発光装置について説明する。
【００２８】
　本実施形態では、発光素子もしくは発光素子を被覆する樹脂の周囲に未硬化状態で流動
性のある光反射材料を充填した後、硬化させることにより反射部材を形成する。これによ
り、発光素子に近接した位置に反射部材を形成する。このとき未硬化の光反射材料の上面
には、凹型のメニスカスが形成されるようにし、凹型のメニスカス形状を保ったまま硬化
させる。形成された凹形状内に、未硬化状態で流動性のある光吸収性樹脂を注入し硬化さ
せることにより、光吸収部材を形成する。これにより、発光面積が小さく、カットオフラ
インの性能が高く、かつ、出射光量の減衰を抑えた発光装置を得ることができる。以下、
具体的な実施形態について説明する。
【００２９】
　（実施形態１）
　図１（ａ）、（ｂ）に、実施形態１の発光装置の上面図および断面図を示す。上面に配
線が形成されたサブマウント基板１０の上に、１以上のフリップチップタイプの発光素子
１１が、複数のバンプ１２により接合され、実装されている。実装されている発光素子１
１は、所望の配光パターンを実現するために必要な数だけ搭載されている。発光素子１１
が複数である場合、所望の配光パターンに対応した配列で搭載されている。
【００３０】
　発光素子１１の上面および側面は、蛍光体含有層２４で被覆されている。蛍光体含有層
２４は、蛍光体粒子を樹脂や無機バインダーに混練・分散させた材料によって形成されて
いる。蛍光体含有層２４の上には、発光素子１１の発する光および蛍光体含有層２４の発
する蛍光に対して透明な透明材料層１３が搭載されている。透明材料層１３の上には、板
状の透明部材２５が搭載されている。図１の発光装置では、蛍光体含有層２４の側面と透
明材料層１３と透明部材２５を上面から見た大きさが同じであり、これらの側面は一致し
た位置にある。
【００３１】
　発光素子１１の外側には、枠体１６が配置されている。発光素子１１と枠体１６との間
の空間は、反射部材１５により充填されている。反射部材１５は、樹脂や無機材料のバイ
ンダーに光散乱性の粒子を混合した材料を、未硬化の状態で発光素子１１と枠体の間の空
間に注入し、硬化させることによって形成されている。
【００３２】
　反射部材１５の上面は、湾曲した凹形状であり、凹形状部分には、遮光部材として光吸
収部材２６が配置されている。
【００３３】
　反射部材１５は、蛍光体含有層２４、透明材料層１３および透明部材２５の側面全体を
覆い、かつ、透明部材２５上面を越えない厚さであることが、所望のカットオフラインの
形成の観点で望ましい。仮に、蛍光体含有層２４、透明材料層１３および透明部材２５の
側面が不完全に反射部材１５で覆われている場合、反射部材１５の非被覆部から出射され
た強い光が、直接、吸収部材２６に到達して吸収されるため、光の損失が生じるとともに
、吸収部材２６に発熱が生じ、性能や寿命が悪化する恐れがある。このため、透明部材２
５の側面上端まで全体を反射部材１５で覆うことが望ましい。反射部材１５の厚さは、充
填する未硬化の反射部材１５の量を調整することにより制御できる。また、反射部材１５
の厚みが厚いほど、反射部材１５に入射した光の行路長が長くなり、反射部材１５内で散
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乱される光が増えることで透明部材２５の方向に向かう光も増え、反射部材からの染み出
し光が少なくなるため、光吸収部材２６に吸収される光量が低減し望ましい。
【００３４】
　一方、光吸収部材２６の底面は、反射部材１５上面の湾曲した凹形状に沿う形状である
ことが望ましい。また、光吸収部材２６の透明部材２５側の端部は、透明部材２５に接し
ていることが望ましい。光吸収部材２６の上面は、透明部材２５の上面と同等かそれより
も低い位置にあることが望ましい。
【００３５】
　反射部材１５の上面の湾曲した凹形状は、未硬化の反射部材１５’として流動性のある
ものを用い、気体－液体－固体界面での界面力学現象により、凹のメニスカス形状を得る
ことにより形成できる。
【００３６】
　光吸収部材２６は、未硬化の状態で流動性のあるものを用い、反射部材１５の湾曲した
凹形状の内部に濡れ広がらせることにより形成することができる。
【００３７】
　また、未硬化の反射部材１５’は、透明部材２５の上面に濡れ広がらないようにするこ
とが望ましい。このため、透明部材２５の上端の角部（上面と側面とが交わる角部）は、
明確なエッジ（曲率０．１ｍｍ以下）であることが望ましい。
【００３８】
　反射部材１５の凹型のメニスカス形状は、未硬化状態の反射部材１５’の透明部材２５
に対する濡れ性によってコントロールすることができる。濡れ性は、図２（ａ）～（ｃ）
に示すように、固体/液体、液体/気体、気体/固体の界面における、それぞれの材料のフ
ァンデアワールス力、電荷、極性、活性度による作用等に代表される分子、原子間力によ
って生じる表面張力（それぞれγSL、γL、γS）のバランスで決まるものである。図２（
ｃ）のように、濡れ性が悪い場合には接触角θは大きく、図２（ａ）、（ｂ）のように濡
れ性が大きくなるにつれて接触角θは小さくなる。従って、濡れ性を良くする、すなわち
接触角を90°以下にすることで、未硬化の反射部材１５’と透明部材２５の境界の拡散反
射部材の凹型のメニスカス形状を形成することができる。また、接触角を調節することに
より、図３に示したように、凹形状の深さを調整することができる。
【００３９】
　反射部材１５のバインダーとしては、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アルキルシリケ
ート、金属アルコラート等の樹脂を用いることができる。散乱材料（粒子）としては、酸
化チタン、酸化亜鉛、窒化硼素、窒化アルミ等の金属酸化物を用いることができる。
【００４０】
　光吸収部材２６としては、有機・無機バインダーに光吸収材料を分散させたものを用い
ることができる。バインダーとしては、例えばシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アルキル
シリケート、金属アルコラート等の樹脂を用い、光吸収材料としては、カーボン系材料、
白金黒、白金等可視域に吸収のある金属微粒子を用いることができる。
【００４１】
　図１（ｂ）および図３では、反射部材１５の上面が透明部材２５と接する位置の高さと
、反射部材１５の上面が枠体１６に接する位置の高さが同じである例について示している
が、反射部材１５の上面が枠体１６に接する位置を、透明部材２５に接する位置よりも低
くした構成としてもよい。すなわち、反射部材１５の厚さが、枠体１６に接する側の方が
薄くなっている構成であってもかまわない。
【００４２】
　このように、反射部材１５の上面が枠体１６に接する位置を、透明部材２５に接する位
置よりも低くした構成は、枠体１６に対する未硬化の反射部材１５’の濡れ性が、透明部
材２５に対する未硬化の反射部材１５’の濡れ性よりも小さくなるように（すなわち、接
触角θが大きくなるように）、枠体１６や透明部材２５の材料を選択することにより実現
可能である。もしくは、枠体１６の内側面に、反射部材１５の高さを制限するための凸部



(7) JP 5622494 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

を設けてもよい。
【００４３】
　また、枠体１６に対する未硬化の反射部材１５’の接触角は、９０°以上であってもよ
い。この場合、枠体１６に接する部分の反射部材１５の上面形状は、凹ではなく、凸のメ
ニスカスになるが構わない。透明部材２５側のメニスカスが凹であれば、光吸収部材２６
を少なくとも透明部材２５側については凹形状になるためである。
【００４４】
　光吸収部材２６は、反射部材１５の上面全体を覆っていることが望ましいが、必ずしも
上面全体でなくてもよく、透明部材２５の光の染み出しが多い領域の反射部材２５を覆っ
ていれば良い。例えば、透明部材２５からの距離が１ｍｍの領域は、染み出し光の光量の
９０％以上が出射する領域であるので、この領域の反射部材１５の上面を光吸収部材２６
で少なくとも覆うことが望ましい。
【００４５】
　なお、サブマウント基板１０として、例えば、Auなどの配線パターンが形成されたAlN
セラミックス製の基板を用いる。バンプ１２としては、例えばAuバンプを用いる。透明材
料層１３は、シリコーン樹脂等の透明樹脂により形成することができる。発光素子１１と
しては、所望の波長光を出射するものを用意する。例えば、青色光を発するものを用いる
。
【００４６】
　蛍光体含有層２４の蛍光体は、発光素子１１からの光を励起光として所望の波長の蛍光
を発する蛍光体を用いる。具体的には例えば、青色光を発する発光素子１１の発光により
励起されて、黄色蛍光を発する蛍光体（例えばYAG蛍光体等）を用いる。これにより、青
色光と黄色光が混色された白色光を発する発光装置を提供できる。
【００４７】
　透明材料層１３および透明部材２５は、発光素子１１の発光および蛍光体含有層２４に
よる変換後の光に対して透明な材料を用いる。例えばシリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の
透明樹脂や、これら透明樹脂に粒径０．００１μm～５０μmのフィラーを添加した樹脂や
、ガラス等の無機材料を用いる。枠体１６は、例えばセラミックリングを用いる。
【００４８】
　本実施形態の発光装置の動作について説明する。発光素子１１の出射光は、波長変換層
２４に入射し、一部または全部が所定の波長の光に変換され、蛍光体含有層２４の上面か
ら出射される。蛍光体含有層２４の上面から出射される光は、透明材料層１３および透明
部材２５を通過し、透明部材２５の上面から出射される。よって、透明部材２５の上面が
発光面となる。
【００４９】
　蛍光体含有層２４、透明部材１３および透明基板２５において側面方向に進行する光は
、側面において反射部材１５によって反射されることにより進行方向を上面方向に変え、
透明部材１３の上面から出射される。
【００５０】
　このとき、散乱材料をバインダーに分散した構成である反射部材１５は、１００％の反
射率を有していないため、反射部材の側面に入射した光の一部は、反射部材１５の内部に
染み出す。染み出し光が、散乱されて反射部材１５の上面から出射されると、透明部材２
５の上面の発光面とその周囲の輝度比（コントラスト）が低下し、発光装置のカットオフ
ライン性能が劣化する。本実施形態では、反射部材１５の上面に光吸収部材２６を配置し
ているため、反射部材１５の上部領域の染み出し光を吸収させることができ、反射部材１
５の上面から染み出し光が出射されるのを遮蔽できる。よって、透明部材２５の上面と、
その周囲の輝度比（コントラスト）を向上させることができ、カットオフ性能に優れた発
光装置を提供できる。
【００５１】
　また、光吸収部材２６は、反射部材１５上面の凹形状のメニスカスの内部に配置されて
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いるため、光吸収部材２６の端部が透明部材２５の側面に到達する構成でありながら、光
吸収部材２６は透明部材２５に到達する地点で厚さを持たない。よって、光吸収部材２６
の厚み（側面）が透明部材２５（発光面）よりも高い位置に露出されず、発光面から出射
される光が光吸収部材２６の厚さ（側面）に直接入射して吸収されることがない。よって
、発光面から出射された光の強度を低下させない。
【００５２】
　本実施形態では発光素子１１の側面と反射部材１５までの距離が短いため、発光素子１
１から横方向に出射された光が、透明部材２５の上面に到達するまでの光路長が短く、蛍
光体含有層２４、透明材料層１３および透明部材２５による吸収の影響をほとんど受けな
い。
【００５３】
　また、反射部材１５を未硬化の状態で充填するため、発光素子１１に接近させて形成す
ることができ、発光面積の小さい発光装置を提供できる。また、発光面積が小さいにも関
わらず反射部材１５によりキャビティを形成しているため、発光素子１１の側面から出射
された光の多くは、発光素子１１の内部に戻されず上面に向かい、光の取り出し効率が向
上する。
【００５４】
　つぎに、本実施形態の発光装置の製造方法について図４（ａ）～（ｆ）を用いて説明す
る。まず、図４（ａ）のように、サブマウント基板１０の上面の配線パターンに、フリッ
プチップタイプの発光素子１１の素子電極をバンプ１２を用いて接合し、実装する。サブ
マウント基板１０上に枠体１６を固定する。つぎに、蛍光体粒子をバインダーに混練した
ものを用意し、図４（ｂ）のように印刷法やポッティング法により発光素子１１の上面お
よび側面を所定の厚さで被覆した後、所定の条件で硬化させ、蛍光体含有層２４を形成す
る。
【００５５】
　図４（ｃ）のように、未硬化の透明材料１３’を蛍光体含有層２４の上面に塗布（滴下
）し、図４（ｄ）のように透明部材２５を搭載する。その後、未硬化の透明材料１３’を
所定の条件で硬化させ透明材料層１３を形成する。これにより、透明材料層１３を接着層
として、透明部材２５を蛍光体含有層２４上に固定する。
【００５６】
　つぎに、散乱粒子をバインダーに混練した未硬化の反射部材１５’を用意し、図４（ｅ
）のように透明部材２５と枠体１６との間の空間に充填する。このとき、透明部材２５の
上面に未硬化の反射部材１５’が回りこまないように、充填量をコントロールし、未硬化
の反射部材１５’の液面が透明部材２５に接触する位置が、透明部材２５の側面上端に位
置するようにする。予め反射部材１５’の材料等を選択することにより透明部材２５との
接触角を設計しておくことにより、未硬化の反射部材１５’の上面形状は凹のメニスカス
となる。この後、所定の条件により未硬化の反射部材１５’を硬化させ、反射部材１５を
形成する。
【００５７】
　所定のバインダーに光吸収材料を分散させたものを用意し、図４（ｆ）のように反射部
材１５の上面の凹形状内に充填した後、所定の硬化条件により硬化させる。これにより、
光吸収部材２６を形成する。以上により、本実施形態の発光装置が製造される。
【００５８】
　本実施形態では、反射部材１５と光吸収部材２６を別々に硬化させたが、未硬化の反射
部材１５と未硬化の光吸収部材２６が混ざらないように粘度を予め調整しておくことによ
り、反射部材１５を硬化させない状態で未硬化の光吸収部材２６を充填した後、反射部材
１５と光吸収部材２６とを同時に硬化させることも可能である。
【００５９】
　ここで、反射部材１５と光吸収部材２６の濃度や厚さの条件について述べる。反射部材
１５の散乱粒子の濃度は高くなるほど、反射率が高くなり、染み出し光を低減できるため
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望ましいが、濃度が高くなりすぎると、流動性が低下し、凹のメニスカスを形成すること
ができなくなる。このため、凹のメニスカスが形成することができる流動性が維持できる
最大の散乱粒子の濃度に設定することが望ましい。具体例としては３０ｗｔ％以下の濃度
に設定することにより、流動性を確保できる。
【００６０】
　また、光吸収部材２６を設けない状態の反射部材１５の上面から漏れる光の輝度が、発
光面（透明部材２５上面）の輝度に対して、輝度比３％以下になるように反射部材１５の
散乱粒子の濃度および反射部材１５の厚さを確保することが望ましい。これにより、光吸
収部材２６が光を吸収することによる損失を１０％以下に抑えることができる。さらに、
望ましくは、上記輝度比を１％以下になるように反射部材１５の散乱粒子の濃度および反
射部材１５の厚さを確保することが望ましい。
【００６１】
　自動車のヘッドランプ等へ本実施形態の発光装置を用いることを考えた場合、灯具とし
て要求される性能を考慮すると、光吸収部材２６を配置した状態で、発光面（透明部材２
５上面）の輝度に対する光吸収部材２６上面の輝度比が０．４％以下であることが望まし
い。これを実現するためには、光吸収部材２６を配置していない反射部材１５のみの状態
の輝度比が１％以下の場合には光吸収部材２６の吸収率を６０％以上、反射部材１５のみ
の状態の輝度比が３％以下の場合には光吸収部材２６の吸収率を８７％以上にすることが
望ましい。光吸収部材２６の吸収率は、吸収材料の濃度と、光吸収部材２６の厚みとを設
計することにより調整することができる。
【００６２】
　具体的には、例えば、反射散乱粒子の濃度範囲は、粒子が酸化チタンである場合、遮光
性の面からは8ｗｔ％以上であることが望ましく、濃度が高いほど遮光性は向上する。一
方、濃度が増加するに伴い粘度が増加するため、粘度の観点からは３０ｗｔ％以下が望ま
しい。酸化チタンの濃度が２０ｗｔ％である場合、透明部材２５（または波長変換部材１
４）への接触角は６０°である。
【００６３】
　（実施形態２）
　実施形態２では、発光素子側面に近い位置に傾斜した反射面を有する反射部材を形成す
る。また、実施形態１の透明部材２５の代わりに、板状の波長変換部材１４を配置し、蛍
光体含有層２４は配置しない。
【００６４】
　図５に、実施形態２の発光装置の断面図を示す。サブマウント基板１０上にバンプ１２
により発光素子１１が実装され、周囲に枠体１６が配置されている。この構造は、実施形
態１と同様である。
【００６５】
　発光素子１１の上面には、傾斜した側面を有する透明材料層１３が搭載され、その上に
板状の波長変換層１４が搭載されている。波長変換部材１４の主平面方向の大きさは、配
列された発光素子１１全体よりも若干大きい。図５の例では、透明材料層１３の側面は、
発光素子１１側に向かって凸の湾曲面となっている。
【００６６】
　発光素子１１と枠体１６との間の空間は反射部材１５により充填されている。反射部材
１５と透明材料層１３との境界で形成される傾斜面１３０が、発光素子１１および波長変
換部材１４の側面方向への出射光を反射する反射面となる。
【００６７】
　反射部材１５の上面は、湾曲した凹形状であり、凹形状部分には、光吸収部材２６が配
置されている。反射部材１５の形状、反射部材１５が覆う範囲、材質等は、実施形態１と
同様である。ただし、実施形態１の透明部材２５は本実施形態２では波長変換部材１４に
置き換えられている。
【００６８】
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　本実施形態２では、反射部材１５は、バンプ１２の間を埋めるように、発光素子１１の
底面と基板１０の上面との間の空間も充填している。
【００６９】
　反射部材１５と透明材料層１３との境界の傾斜面１３０は、図５では、発光素子１１側
（内側）に向かって凸の曲面であるが、これに限られるものではなく、発光素子１１の底
面と波長変換部材１４の下面を直線的に結ぶ傾斜面、または、外側（枠体１６側）に凸の
曲面であってもよい。
【００７０】
　また、傾斜面１３０の発光素子１１側の一端は、必ずしも図５のように発光素子１１の
底面と同じ高さにある必要はなく、少なくとも発光素子１１の側面にあればよい。発光素
子１１は、基板１０にフリップチップ実装されることが好ましい。フリップチップ実装の
場合、発光面が発光素子の底面に近い位置にあるため、傾斜面１３０による反射を最も利
用することができるためである。
【００７１】
　波長変換部材１４は、所望の蛍光体を含有する材料により構成する。一例としては、蛍
光体を透明樹脂に分散させた板状部材や、蛍光体成分を含有する蛍光ガラスのプレートや
、蛍光体原料を焼結して作製した蛍光セラミックスのプレート（例えばYAGプレート）を
用いることができる。
【００７２】
　実施形態２の発光装置の各部の作用について説明する。発光素子１１から放射される光
のうち、上方に出射される光は、透明材料層１３を透過し、波長変換部材１４に入射する
。下方に出射される光は、発光素子１１の底面で反射部材１５により反射され、上方に向
かう。
【００７３】
　発光素子１１の側面から出射される光は、側面から透明材料層１３に入射し、反射部材
１５と透明材料層１３との境界の傾斜面１３０によって上方に反射される。これにより、
発光素子１１の側面から出射される光の多くは、発光素子１１の内部に戻されないため、
発光素子１１によって吸収されない。また、発光素子１１の側面と反射部材１５までの距
離は短いため、透明材料層１３による吸収の影響もほとんど受けない。
【００７４】
　このように発光素子１１の出射光は、直接、または反射部材１５で反射されて波長変換
部材１４に入射する。波長変換部材１４に入射した光は、一部または全部が所定の波長の
光に変換され、波長変換部材１４の上面から出射される。波長変換部材１４の内側から横
方向に進行する光は、側面において反射部材１５によって反射され、波長変換部材１４内
に戻され、上面から出射される。
【００７５】
　よって、本実施形態の発光装置の発光面は、波長変換部材１４の上面（反射部材１５の
開口）であり、発光面積の小さい小型の発光装置が提供される。
【００７６】
　また、反射部材１５の上面に光反射部材２６が配置されているため、反射部材１５内に
染み出した光が上面から出射されるのを防ぐことができ、高いカットオフ性能を得ること
ができる。
【００７７】
　また、小径ながら反射部材１５によりキャビティを形成しているため、発光素子１１の
側面から出射された光の多くは、発光素子１１の内部に戻されることなく、透明材料層１
３を短い距離だけ通過した後、反射部材１５により反射されて上方に向かうため、光の取
り出し効率が向上する。
【００７８】
　さらに発光素子１１の底面と基板１０の上面との間の空隙をバンプ１２を取り囲むよう
に反射部材１５で充填したことにより、発光素子１１の下面側に出射される光を、反射部
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材１５で反射して上方に向けて出射することができる。よって、発光素子１１の底面と基
板１０の上面との間で光が繰り返し反射されて減衰するのを防止できるため、上方への光
の取り出し効率を向上させることができる。
【００７９】
　つぎに、本実施形態２の発光装置の製造方法について図６（ａ）～（ｅ）を用いて説明
する。まず、図６（ａ）のように、サブマウント基板１０上に発光素子１１をバンプ１２
を用いて実装する。図６（ｂ）のように、透明材料（未硬化）１３’を発光素子１１の上
面に塗布（滴下）し、図６（ｃ）のように波長変換部材１４を搭載する。これにより、未
硬化の透明材料１３’が発光素子の側面の少なくとも一部を覆いつつ表面張力を保つこと
によって、発光素子１１の側面と波長変換部材１４の下面を接続する傾斜面１３０が形成
される。このとき、透明材料１３’の量が少なければ、発光素子１１側に凸の曲面の傾斜
面１３０が形成され、透明材料１３’の量を増やすと直線的な傾斜面１３０が形成され、
さらに透明材料１３’の量を増やすと外側に凸の曲面の傾斜面１３０が形成される。
【００８０】
　透明材料１３’を所定硬化処理により硬化させ、透明材料層１３を形成する。なお、こ
の後の工程で透明材料層１３の形状が変わらないのであれば、完全に硬化させず、半硬化
となる条件で硬化させても良い。
【００８１】
　つぎに、散乱粒子をバインダーに混練した未硬化の反射部材１５’を用意し、図６（ｄ
）のように透明部材２５と枠体１６との間の空間に充填する。この工程は、図４（ｅ）と
同様に行い、上面に凹のメニスカスを形成する。この後、所定の条件により反射部材１５
を硬化させる。
【００８２】
　所定のバインダーに光吸収材料を分散させたものを用意し、図６（ｅ）のように反射部
材１５の上面の凹形状内に充填した後、所定の硬化条件により硬化させる。これにより、
光吸収部材２６を形成する。以上により、本実施形態２の発光装置が製造される。
【００８３】
　本実施形態２では、未硬化の透明材料１３’の表面張力を利用して透明材料層１３の傾
斜面１３０を予め形成することにより、透明材料層１３の周囲および波長変換層の周囲に
反射部材１５を充填するだけで、所望の形状の反射部材１５の傾斜面１３０を形成するこ
とができ、かつ、波長変換部材１４の側面に反射部材１５を密着させることができる。こ
れにより、機械加工を必要とせず、小さな開口で所望の形状の傾斜面（キャビティ）を製
造することができる。
【００８４】
　また、この製造方法は、反射材料を充填する際に、発光素子１１の底面とサブマウント
基板１０との間の空間にも反射材料を充填することができる。よって、発光素子１１の下
部における光の減衰を防止し、発光素子１１側面での戻り光を発光素子が吸収することに
よる減衰を防止することができ、光の取り出し効率を向上させることができる。
【００８５】
　なお、上述の製造方法において、図６（ｂ）の工程では、発光素子１１の上面に未硬化
の透明材料１３’を塗布したが、本実施形態の製造方法はこれに限られるものではない。
例えば、波長変換部材１４の下面に透明材料１３’を塗布することも可能であるし、発光
素子１１の上面と波長変換部材１４の下面の両方に透明材料１３’を塗布することもでき
る。サブマウント１０に実装された発光素子１１を下向きにして、透明材料１３’を発光
素子１１の下面、または、波長変換部材１４の上面、または、発光素子１１の下面と波長
変換部材１４の上面の両方、にそれぞれ塗布する製造方法とすることも可能である。
【００８６】
　つぎに、本実施形態の反射部材１５の傾斜面１３０の曲率の好ましい範囲について説明
する。傾斜面１３０は、発光素子１１側に凸であることが好ましいが、凸形状の曲率の好
ましい範囲を求めるため、凸の形状を変化させ、発光素子１１から発せられた光が波長変



(12) JP 5622494 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

換部材１４に到達する光線数をシミュレーションにより求めた。シミュレーションにおい
て、発光素子１１は、上面側に位置する素子基板が屈折率１．８で厚さ９０μｍのサファ
イア、その下の半導体層が屈折率２．５４で厚さ１０μｍの窒化ガリウム系、素子全体の
厚さ０．１ｍｍとした。発光素子１１の吸収は、反射率０．７１として置き換えて考慮し
た。透明材料層１３は、屈折率１．５４で、発光素子１１の直上部の厚さ０．０１ｍｍと
した。反射部材１５の傾斜面１３０の反射率は０．９８とした。
【００８７】
　波長変換部材１４に到達する光線数を求めたところ、波長変換部材１４に到達する光線
数は、発光素子１１側に凸で曲率５以下で顕著に増加することがわかった。このことから
、反射部材１５の傾斜面１３０は、発光素子１１側に凸で、曲率５以下が望ましい。
【００８８】
　なお、曲率が５より大きいと総到達数増加の効果が得られないのは、曲率が大きすぎる
と、発光素子１１の側面に近い傾斜面が垂直の壁に近い形状になるため、直上方向へ光が
反射されず、外側検出面５０に到達する光線数増加の効果が得られないためであると推測
される。
【００８９】
　（実施形態３）
　実施形態３の発光装置を図７を用いて説明する。この発光装置は、実施形態２の発光装
置と同様に、反射部材１５が傾斜面１３０を有する。実施形態２と異なる点は、透明材料
層１３の代わりに蛍光体含有層２４を用い、波長変換部材１４の代わりに透明部材２５を
用いることである。蛍光体含有層２４および透明部材２５は、実施形態１で説明したもの
を用いる。他の構成は、実施形態２と同様である。
【００９０】
　実施形態３の発光装置は、実施形態１と同様に、発光素子１１から出射された光の一部
または全部が蛍光体含有層２４で波長変換され、透明部材２５を透過して上面から出射さ
れる。このとき、反射部材１５の傾斜面１３０で光が上方に向けて反射されること、およ
び、発光素子１１の底面側においても反射部材１５によって上方に向けて反射されるため
、光の取り出し効率が向上する作用が実施形態２と同様に生じる。他の作用および効果は
、実施形態１および２と同様であるので説明を省略する。
【００９１】
　また、実施形態３の発光装置の製造方法は、未硬化の透明材料１３’の代わりに未硬化
の蛍光体含有材料を滴下し、透明部材２５を搭載して表面張力により傾斜面１３０を形成
する。他の製造工程は実施形態２と同様であるので説明を省略する。
【００９２】
　（実施形態４）
　実施形態４として、光吸収部材２６の表面にさらに、反射部材１５を配置した構成を図
８に示す。
【００９３】
　実施形態１～３の発光装置では、光吸収部材２６の上面が外部に向けて露出されている
構成であるため、発光装置の外部で反射された光が光吸収部材２６の上面に入射すると、
光吸収部材２６はこの光を吸収する。このため、外部からの反射光により光吸収部材２６
の温度が上昇し、発光装置の寿命や性能に影響を与える可能性がある。そのため、図８に
示すように、反射部材１５の上面の凹部の上部に一部空間を残すように光吸収部材２６を
充填し、光吸収部材２６の上にさらに反射部材１１５を充填する構成にする。これにより
、外部からの反射光は、表面の反射部材１１５によって反射されるため、光吸収部材２６
によって吸収されず、外部反射光による温度上昇を防止できる。
【００９４】
　なお、図８では、実施形態３の発光装置の光吸収部材２６の上に反射部材１１５を配置
した構成を示しているが、実施形態１または実施形態２の発光装置についても図８と同様
に構成することができる。
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【００９５】
　光吸収部材２６の上に配置する反射部材１１５の上面は、透明部材２５（または波長変
換部材１４）の上面よりも高くならないように形成する。
【００９６】
　また、光吸収部材２６の上に配置する反射部材１１５は、光吸収部材２６の下の反射部
材１５と同じ材料でなくともよく、反射材料であればよい。
【００９７】
　（実施形態５）
　実施形態５として、実施形態１～３の発光装置を用いたヘッドランプの構造を図９に示
す。図９のように、ヘッドランプは、発光装置１００と、発光装置１００の出射光を前方
に向けて反射するリフレクタ１１１と、リフレクタ１１１で反射された光を透過して外部
に放射するレンズ１１２とを備えている。発光装置１００としては、実施形態１～３で説
明した発光装置のいずれかを用いる。
【００９８】
　図１０のように、ヘッドランプから出射された光は、仮想的な鉛直スクリーン１０２に
配光パターン１０３の形状に投影される。配光パターン１０３は、ヘッドランプとして要
求される所定の形状のカットオフライン１０１を有する。（ただし、図１０では図示の都
合上リフレクタ１１１とレンズ１１２は省略し、発光装置の主平面を鉛直に向けている。
）なお、図１０に示すカットオフライン１０１は直線ではないが、このカットオフライン
形状は、発光素子１１の配列および、透明部材２５（または波長変換部材１４）の形状を
設計することにより実現できる。
【００９９】
　本実施形態の発光装置は、実施形態１～３で述べたように、反射部材１５の上面の染み
出し光を光吸収部材１６で吸収するため、発光面（透明部材２５または波長変換部材１４
の上面）との境界のカットオフラインのコントラストが高く、優れたがカットオフ性能を
示す。よって、高性能なヘッドランプを提供することができる。
【符号の説明】
【０１００】
１０…サブマウント基板、１１…発光素子、１２…バンプ、１３…透明材料層、１４…波
長変換部材、１５…反射部材、１６…外枠、２４…蛍光体含有層、２５…透明部材、２６
…光吸収部材、１３０…傾斜面
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